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令和２年度　水害情報等メディア連携検討業務
河川部
令和2年9月15日から令和3年2月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官　四国地方整備局長　丹
羽　克彦
四国地方整備局　香川県高松市サンポート３
番３３号

令和2年9月14日

パシフィックコンサルタンツ（株）
四国支社
高松市紺屋町４－１０　鹿島紺屋
町ビル

8013401001509
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

18,821,000 18,821,000 100 0

令和２年度　四国管内長期水位予測検討業務
河川部
令和2年10月1日から令和3年2月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官　四国地方整備局長　丹
羽　克彦
四国地方整備局　香川県高松市サンポート３
番３３号

令和2年9月30日

令和２年度　四国管内長期水位
予測検討業務　河川情報セン
ター・建設技術研究所設計共同
体
東京都千代田区麹町１－３　ニッ
セイ半蔵門ビル

本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

54,516,000 54,450,000 99.88 0

令和２年度　阿南法務支局改修設計その２業務
営繕部
令和2年9月10日から令和3年3月19日まで
建築関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官　四国地方整備局長　丹
羽　克彦
四国地方整備局　香川県高松市サンポート３
番３３号

令和2年9月9日
（株）宮建築設計
徳島市福島１－５－６

4480001002497

　本業務は、阿南法務支局の改修工事施工段階において、設計者が設計
業務の成果である設計図書に基づき、工事受注者等に対し、設計意図の
観点からの必要な助言等を行う設計意図伝達業務である。本業務は、
「令和元年度　阿南法務支局庁舎外改修設計業務」の設計者しかなし得
ない業務である。　なお、「令和元年度　阿南法務支局庁舎外改修設計
業務」は、令和元年度にプロポーザル方式により選定された上記業者が
行ったものである。よって、会計法２９条の３第４項、予決令第１０２
条の４第３号に基づき随意契約するものである。

1,675,300 1,650,000 98.49 0

令和２年度　吉野川左岸排水計画検討業務
徳島河川国道事務所
令和2年9月19日から令和3年3月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
徳島河川国道事務所長　新宅 幸夫
徳島河川国道事務所　徳島県徳島市上吉野町
３丁目３５

令和2年9月18日
パシフィックコンサルタンツ（株）
徳島事務所
徳島市寺島本町西１－７－１

8013401001509
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

39,963,000 39,963,000 100 0

令和２年度　江田高架橋詳細設計業務
徳島河川国道事務所
令和2年9月29日から令和3年3月19日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
徳島河川国道事務所長　新宅 幸夫
徳島河川国道事務所　徳島県徳島市上吉野町
３丁目３５

令和2年9月28日
四国建設コンサルタント（株）
徳島市応神町応神産業団地３－
１

5480001000814
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

249,458,000 249,370,000 99.96 0

令和２年度　長安口ダム地すべり関係地質調査検討業務
那賀川河川事務所
令和2年9月18日から令和3年2月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
那賀川河川事務所長　山本　卓男
那賀川河川事務所　徳島県阿南市領家町室の
内３９０

令和2年9月17日
日本工営（株）四国支店
高松市丸の内４－４

2010001016851
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

59,950,000 59,950,000 100 0

令和２年度　四国山地砂防地域防災力向上検討業務
四国山地砂防事務所
令和2年9月10日から令和3年3月31日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
四国山地砂防事務所長　星野　久史
四国山地砂防事務所　徳島県三好市井川町西
井川６８－１

令和2年9月9日

（一財）砂防フロンティア整備推
進機構
東京都千代田区平河町２－７－
４

3010005018579
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

29,172,000 28,490,000 97.66 0

令和２年度　北井門第１高架橋詳細設計業務
松山河川国道事務所
令和2年9月18日から令和3年3月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
松山河川国道事務所長　西野　毅
松山河川国道事務所　愛媛県松山市土居田町
７９７－２

令和2年9月17日

中央復建コンサルタンツ（株）四
国営業所
高松市寿町１－２－５　井門高松
ビル

3120001056860
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

120,637,000 120,560,000 99.94 0

令和２年度　北井門第２高架橋詳細設計業務
松山河川国道事務所
令和2年9月18日から令和3年3月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
松山河川国道事務所長　西野　毅
松山河川国道事務所　愛媛県松山市土居田町
７９７－２

令和2年9月17日

セントラルコンサルタント（株）松
山営業所
松山市愛光町１－２４　ＯＶＥＳＴ
松山２０２

1010001088264
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

64,680,000 64,460,000 99.66 0

令和２年度　石手川防災計画検討業務
松山河川国道事務所
令和2年9月11日から令和3年3月31日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
松山河川国道事務所長　西野　毅
松山河川国道事務所　愛媛県松山市土居田町
７９７－２

令和2年9月10日
（株）建設技術研究所　四国支社
高松市紺屋町１－３

7010001042703
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

18,975,000 18,975,000 100 0

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
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令和２年度　松山管内道路巡回効率化検討他業務
松山河川国道事務所
令和2年9月9日から令和3年2月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
松山河川国道事務所長　西野　毅
松山河川国道事務所　愛媛県松山市土居田町
７９７－２

令和2年9月8日

令和２年度　松山管内道路巡回
効率化検討他業務　長大・首都
高技術設計共同体
松山市三番町７－１３－１３

本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

29,997,000 29,997,000 100 0

令和２年度　南吉田第８高架橋詳細設計業務
松山河川国道事務所
令和2年9月18日から令和3年3月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
松山河川国道事務所長　西野　毅
松山河川国道事務所　愛媛県松山市土居田町
７９７－２

令和2年9月17日

中央復建コンサルタンツ（株）四
国営業所
高松市寿町１－２－５　井門高松
ビル

3120001056860
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

90,222,000 90,200,000 99.98 0

令和２年度　南吉田第９高架橋詳細設計業務
松山河川国道事務所
令和2年9月19日から令和3年3月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
松山河川国道事務所長　西野　毅
松山河川国道事務所　愛媛県松山市土居田町
７９７－２

令和2年9月18日
四国建設コンサルタント（株）愛
媛支店
松山市南高井町５９３

5480001000814
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

85,041,000 85,030,000 99.99 0

令和２年度　新屋敷地区ＪＲ跨線橋詳細設計業務
松山河川国道事務所
令和2年9月30日から令和3年3月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
松山河川国道事務所長　西野　毅
松山河川国道事務所　愛媛県松山市土居田町
７９７－２

令和2年9月29日
（株）エイト日本技術開発　四国
支社
松山市空港通２－９－２９

7260001000735
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

50,413,000 50,380,000 99.93 0

令和２年度　肱川浸水被害確認システム改良業務
大洲河川国道事務所
令和2年9月25日から令和3年2月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
大洲河川国道事務所長　秋山　慎吾
大洲河川国道事務所　愛媛県大洲市中村２１
０

令和2年9月24日
日本工営（株）四国支店
高松市丸の内４－４

2010001016851
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

18,997,000 18,997,000 100 0

令和２年度　肱川河道管理計画検討外業務
大洲河川国道事務所
令和2年9月26日から令和3年2月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
大洲河川国道事務所長　秋山　慎吾
大洲河川国道事務所　愛媛県大洲市中村２１
０

令和2年9月25日
（株）建設技術研究所　四国支社
高松市紺屋町１－３

7010001042703
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

26,125,000 26,125,000 100 0

令和２年度　肱川管内堤防詳細点検業務
大洲河川国道事務所
令和2年9月26日から令和3年2月26日まで
地質調査業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
大洲河川国道事務所長　秋山　慎吾
大洲河川国道事務所　愛媛県大洲市中村２１
０

令和2年9月25日
応用地質（株）四国事務所
松山市山越４－４－３３

2010001034531
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

21,934,000 21,868,000 99.7 0

令和２年度　大洲管内事業評価資料作成業務
大洲河川国道事務所
令和2年9月17日から令和3年2月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
大洲河川国道事務所長　秋山　慎吾
大洲河川国道事務所　愛媛県大洲市中村２１
０

令和2年9月16日
（株）長大　松山事務所
松山市三番町７－１３－１３

5010001050435
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

17,974,000 17,974,000 100 0

令和２年度　山鳥坂ダム貯水池周辺地質検討業務
山鳥坂ダム工事事務所
令和2年9月19日から令和3年3月31日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
山鳥坂ダム工事事務所長　麓　博史
山鳥坂ダム工事事務所　愛媛県大洲市肱川町
予子林６－４

令和2年9月18日

令和２年度　山鳥坂ダム貯水池
周辺地質検討業務　建設技術研
究所・ダム技術センター設計共
同体
高松市紺屋町１－３　香川紺屋
町ビル

本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

55,990,000 55,990,000 100 0

令和２年度　国道３３号道路予備設計業務
土佐国道事務所
令和2年9月10日から令和3年3月31日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
土佐国道事務所長　平岩　洋三
土佐国道事務所　高知県高知市江陽町２－２

令和2年9月9日
（株）福山コンサルタント　高知営
業所
高知市南宝永町５－１１

5290001016276
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

64,801,000 64,801,000 100 0
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令和２年度　土佐管内阿南安芸自動車道道路予備設計業務
土佐国道事務所
令和2年9月11日から令和3年3月31日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
土佐国道事務所長　平岩　洋三
土佐国道事務所　高知県高知市江陽町２－２

令和2年9月10日 （株）オリエンタルコンサルタ4011001005165
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

50,930,000 50,930,000 100 0

令和２年度　西分高架橋詳細設計業務
土佐国道事務所
令和2年9月12日から令和3年3月31日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官代理　四国地方整備
局　土佐国道事務所副所長　半田　達也
土佐国道事務所　高知県高知市江陽町２－２

令和2年9月11日  協和設計（株）高知営業所高知2120901000679
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

110,869,000 110,869,000 100 0

令和２年度　銅山川ダム群ダム再生ビジョン検討業務
吉野川ダム統合管理事務所
令和2年10月1日から令和3年2月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
吉野川ダム統合管理事務所長　福田　浩
吉野川ダム統合管理事務所　徳島県三好市池
田町西山谷尻４２３５－１

令和2年9月30日 （株）四電技術コンサルタント1470001000158
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

11,979,000 11,935,000 99.63 0

令和２年度　肱川ダム統合管理防災システム設計業務
肱川ダム統合管理事務所
令和2年10月1日から令和3年2月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
肱川ダム統合管理事務所長　清水　宰
肱川ダム統合管理事務所　愛媛県西予市野村
町野村８－１５３－１

令和2年9月30日 令和２年度肱川ダム統合管理防
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

39,996,000 39,996,000 100 0

令和２年度　河川堤防等点検実習施設検討業務
四国技術事務所
令和2年9月2日から令和3年3月26日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
四国技術事務所長　赤澤　善樹
四国技術事務所　香川県高松市牟礼町牟礼１
５４５

令和2年9月1日  日本工営（株）四国支店高松市2010001016851
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

21,945,000 21,945,000 100 0

令和２年度　四国管内排水計画検討業務
四国技術事務所
令和2年9月2日から令和3年3月19日まで
土木関係建設コンサルタント業務

分任支出負担行為担当官　四国地方整備局
四国技術事務所長　赤澤　善樹
四国技術事務所　香川県高松市牟礼町牟礼１
５４５

令和2年9月1日  日本工営（株）四国支店高松市2010001016851
本業務は、プロポーザル方式により特定した者と、
会計法２９条の３第４項、予決令第１０２条の４第３号
に基づき随意契約するものである。

26,994,000 26,994,000 100 0


